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•大都市圏と北海道
が多い

•四国、山陰、東北
日本海側が少ない

•人口比にしないと
比較はできない

感染者合計数



感染者変化はかなりゆっくりだが減少傾向
マスクの着用問題が話題
サッカー観戦で声を出しての応援席を設定
どんどんウィズコロナ政策化が進む



新型コロナの死者が３万人超え

10000人
4月26日

20000人
2月21日 30000人

5月13日

死者数Top3 5月19日
大阪 5005
東京 4425
兵庫 2222



•死亡者が少ないことから新型コロナと腸チフスの２つの流行病が
発生している可能性がある

•脱北者５人のうち２人にコロナ感染が見つかる

•田植えの時期で減収につながる⇒今冬の食糧不足が心配



米ギャラップ社の最新の世論調査では、６４％が「新型コロナに関する状況は改善して
いる」と答えた



アメリカの感染者がまた増加中



ニューヨーク州で見ると



ワクチンNO
•タバコ会社が出
資する製薬会
社が開発したワ
クチンは緊急使
用に載せないと
WHOが方針

•日本の製薬会
社も資本参加

•厳しい対応



サル痘が報告された
•5月5日 イギリスでの感染が報告された 現13人

•スペイン、アメリカ合衆国で感染者が存在

•リスを媒介した感染症

•症状は天然痘と区別

できず

•死亡率は低いという

•こういった感染症が

これからも発生するだろう



ヘイトクライムの乱射事件
アメリカ ニューヨーク州



止まらない乱射事件



銃乱射事件発生
ヘイトクライムが原因



UFOは存在するのか



アメリカ下院で開かれた未確
認飛行物体についての公聴会



•未確認飛行物体

•未確認空中現象

•50年ぶりの開催

•人間が理解でき
ない現象が見ら
れる

•地球外生物との
関連は不明

•でも夢のある現
象



沖縄返還50周年





沖縄返還50周年記念式典で天皇陛下のお言葉



こんなにある米軍基地
•31の米軍専用施設

•１8,609ha 本島の15％

•23区の１/２以上

•国内米軍基地の70％

•戦後27年間に建設

•土地は政府借上げ

•普天間基地返還

•返還後どうする



基本的に沖縄県内
の移動となっている



•沖縄と比べて本
土の米軍基地
はかなり減少し
ている

•現在重要な米
軍基地は三沢

•横田 横須賀

•岩国 佐世保で
ある



沖縄返還50周年記念式典で
•岸田総理大臣がキャンプ瑞慶覧の返還地を緑地公
園として利用できるようにと発言

•キャンプ瑞慶覧は平成27年に返還を約束

•令和６年頃に返還される（移設準備が遅れている）

•地権者には説明なく緑地公園へ

•地権者としてはどのように開発するか考えていた

•一度緑地公園となると変更は難しい

•政府の決定に不満を持つ地権者もいる



NHKスペシャル 沖縄返還50周年



沖縄返還50年
•長いアメリカの統治で様々な抑圧を受ける

•日本復帰の願いが強かった

•米軍としてはベトナム戦争やソ連、台頭する中国や
北朝鮮を考えると沖縄は手放せない

•返還後も米軍が居られるようにして返還合意

•「本土並み核抜き」という願い

•これは現在でも不十分である





沖縄の今後
•アメリカ軍の基地が無くなると

•そこで仕事をしている人たちの生活をどうする？

•現在でも失業率が高い

•最低賃金も47都道府県で最低

•観光業頼りで大丈夫なのか

•中国や東南アジアに近いので金融システムの中核
的役割をするなど新し視点が必要

沖縄と北海道振興の
ために開発庁がある



複雑化する経済協力関係





日本も参加を表明
•日曜日にバイデン大
統領が来日

•ｳｸﾗｲﾅ問題以外にｲﾝ
ﾄﾞ太平洋地域の安定
を目指す動きを話合う

•経済・軍事両面で協力

•TPPとどう共存するの
か



IPEFとは Indo Pacific Economic Framework

•インド太平洋経済枠組み

•ｱﾒﾘｶを中心にｲﾝﾄﾞ、東南ｱｼﾞｱ、日韓をグループ化

•経済的に連携するが市場開放に踏込まず

•TPP（環太平洋ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）は経済の自由化を目指す

•トランプ大統領時にアメリカはTPP離脱

•中国がTPP加盟申請

•ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携協定）ｲﾝﾄﾞ離脱

•複雑化する同盟関係

中国包囲網

岸田首相はｱﾒ
ﾘｶ復帰を願う



こんなことが起きるなんて







明治用水
•出る東三河の荒野を開発するために江戸時代の末
に矢作川から用水を引くことを計画

•1890（明治23）年に完成

•最初は農業用水として利用

•工業化に伴って工業用水としても利用

•今は田植えの時期なので農家にとっては打撃

•工場も水が無いと操業できない企業が出る

•水は産業のコメである



ウクライナ情勢



安保理で
•5月13日 理事会にロシア

が報告

•ｳｸﾗｲﾅの河川で採取されたｺﾚﾗ菌がｱﾒﾘｶに送られた

•ｳｸﾗｲﾅ政権が空気中に病原体を拡散させようとした

•これを止めるのは特別軍事活動しかない

•ｱﾒﾘｶやｲｷﾞﾘｽの代表から反発

•「噓の報告を出す舞台」に利用されていると批判



昨日の安保理
•アメリカがロシアの
ウクライナ侵攻に
より世界の食糧危
機が懸念されてい
ると発言

•ロシアは反発

•実際にはオデーサ
港を封鎖

•機雷を配置

•さらにウクライナの小麦60万ｔ強奪しシリアへ



ロシア軍の非情な攻撃手段
•ﾏﾘｳﾎﾟﾘのｱｿﾞﾌｽﾀﾘ製鉄所に対して白リン弾使用

•燃焼温度が2000～2500℃で鎮火させにくく人間にあ
たると骨まで焼き尽くすという最悪の兵器

•投下後の爆発によって有毒ガスが発生する

•ウクライナの都市を制圧するのにﾌﾚｼｪｯﾄ弾を使用

•右のような矢が数千個飛び散る

•共に人道主義法により使用禁止

•基本的には使用してはならない兵器



•ロシアが
新型兵器
を導入

•５Km先の
ドローンを
撃墜可能

•ﾛｼｱ側の
被害を減
少させる

•兵器削減



現在の戦況はどうなっているのか
•ロシア側 マリウポリを陥落させた

•マリウポリは戦後リゾート地として開発する計画

•現在は今後の作戦に向けての補強期間である

•ウクライナ側 西側諸国からの武器が届く

•その武器を使って反転にでる

•東部ではロシア国境まで進軍

•ハルキウ付近の1000以上の村を解放

•スネーク島のロシア施設や船を攻撃

ウクライナ
が優勢か？



戦争犯罪をどう裁くのか
•今回ウクライナ国内で行われている戦争犯罪に対す
る裁判

•現在は国内法で裁くとしている

•戦争犯罪の中で「人道に対する罪」といわれるもの

• 民間人の殺害などの非人道的行為

• 政治的・人種的・宗教的理由に基づく迫害行為

•国際刑事裁判所が介入する

•ウクライナは国際刑事裁判所ローマ規定を批准せず



戦争犯罪に対する裁判



国際刑事裁判所の限界
•国際刑事裁判所は現在ウクライナ内で非人道的行
為が行われていたかの検証を行っている

•証拠等を集めて今後裁判を行う時の資料とする

•裁判には被告人が出頭していることが条件

•ロシアはローマ規定を批准していない

•プーチン氏等の被疑者の引き渡しには応じない

•裁判を開くことができない

•調査した資料を公表していくことで意味はある



４月 国際司法裁判所（ICC)の捜査が開始された



今回の裁判について
•戦争での兵士同士の戦闘による死亡は対象外

•対象となるのは

•捕虜であったり傷病者であった兵士を殺害する

•一般人に対しての殺害

•金品の略奪 レイプなどの行為など

•国内法で裁いているが公平に行われるかがポイント

•本来は国際法廷で裁かれるべきこと



この裁判について
•昨日の段階での情報

•被告の21歳のロシア人は罪を認めた

•裁判は今回のニュースでも分かるように公開で行う

•他に１万件を超える裁判が発生する可能性

•迅速に判決まで持っていく

•今回は国内法に照らして終身刑の判断になるか

•この場合の公明性の遵守が課題

•ウクライナ側は国際法を遵守しているといえる



アゾフスタリ製鉄所か
らウクライナ兵が投降



ロシア国内放送でのアゾフタリ製鉄所からの投降者について



マリウポリで投降した兵士の扱い
•ｱｿﾞﾌｽﾀﾘ製鉄所での作戦は終了したとｳｸﾗｲﾅ政府
•多くの負傷者を含むウクライナ兵が投降
•負傷者は親ロシア派の地にある病院に搬送
•その他の将兵は拘束され尋問を受けることに
•ロシア議会は捕虜交換を禁ずる法案を審議開始か
•反ネオナチの戦いで捕らえた将兵は戦争犯罪人
•ドネツク共和国の法律で対応
•死刑の執行を停止しているロシアと異なり、死刑の
適用もありうる



ロシア国内で何をしようとしているのか
•プーチン大統領はウクライナ侵攻を始めた2月24日
の演説で「ロシア国民を含む市民に、数々の血なま
ぐさい罪を犯した者たちを裁判にかける」と主張

•ロシア国内に対して自分たちの主張であった「反ネ
オナチからロシア系住民を守る」を実行する

•国民に対してこの戦いが正当なものであると印象付

•26日 ロシア最高裁はアゾフ連隊をテロ組織に認定
するかを審議

•捕虜交換には応じないという姿勢



ジュネーブ協定には
•捕虜の待遇

•捕虜については、これを人道的に待遇しなければならな
いとされており、敵対する紛争当事国の権力内に陥った
ときから、最終的に解放され、かつ、送還されるまでの間
の取扱いに関して、第3条約に詳細な規定がある

• 具体的には、捕虜を抑留する間の宿舎、食糧、被服、
医療・衛生等に関する待遇、捕虜の金銭収入（俸給、労
賃の支払、補償の請求等）、捕虜の通信・救済品等、捕
虜に対する刑罰・懲戒罰の付与などについて規定する。



ウクライナとロシアの問題
•ウクライナ政府はウクライナで捕虜になっている将
兵との交換を打診している

•ウクライナでは公開で裁判が行われている

•ロシアはどうするのか

•ロシア下院議長ボロジンはネオナチは犯罪者

•マリウポリ市民に犯罪行為を行っていた可能性大

•それを捜査しなくてはならない

•最終的にはプーチン大統領が決定することに

処罰か交換か

捕虜なのか犯罪者なのか



難しい問題
•ジュネーブ協定で規定されていても当事国がそれを
遵守するか

•戦争状態ということは相手国に対しての憎しみ大

•自国の被害が大きければ大きいほど

•理性でコントロールできる問題とは言えなくなる

•協定ができたばかりの時の裁判

•例：太平洋戦争後の日本の極東軍事裁判

• B級C級戦犯の扱い


